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重要事項説明書 

（認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護） 

 

 併設型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護のサービスの提供にあたり、厚生労働省令第３４号に基づいてご契約者（利

用者又はその家族）に事業所の概要、サービス内容、契約上御留意頂きたいこ

とを次のとおり説明いたします。 

 

１.事業所の概要 

事業所の名称 おひさまデイサービスセンター 

指定事業所番号 併設型指定認知症対応型通所介護（ 矢祭町 ） 

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護（ 矢祭町 ） 

開設者の名称（代表者） 社会福祉法人 矢祭福祉会 （理事長 髙信 由美子） 

事業所の管理者 管理者  永山香織 

所在地 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字蔵屋敷 122 

連絡先 電話 0247-46-3389     ＦＡＸ  0247-46-4400 

通常の実施区域 矢祭町全域 

 

２.事業所の営業日及び営業時間 

 営業日  月・火・水・金・土 

 営業時間  午前 9 時 00 分から午後 18 時 00 分まで 

 サービス提供時間 午前 10 時 00 分から午後 5 時 30 分まで 

 

３.職員の職種及び員数 

従事者の職種 員数   常 勤  非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

 管 理 者  １   １   

 生活相談員  1     1   

 看護職員  １   1   

 介護職員  3  3      

 機能訓練指導員  １    1   

※・相談員は管理者が兼務する。 
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４.事業所の概要（設備等） 

 建 物   

 設 備 食堂兼機能訓練室   37.5 ㎡  

静 養 室 ㎡ ユーアイホームと共用 

 相 談 室   ㎡ ユーアイホームと共用 

 事 務 室 ㎡ ユーアイホームと共用 

 トイレ 4.8 ㎡  

 浴 室   20.2 ㎡  

 

５.利用者の定員       １２名 

 

６.事業の目的 

  要介護状態となった認知症にある利用者について入浴、排泄、食事等の介

護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、社会的孤立感

の解消及び心身の機能維持ができ、可能な限り居宅において日常生活を営み

又家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることができるよう援助を行うこ

とを目的とします。 

 

７.運営方針 

 （１）サービス内容を事前に分かりやすく説明します。 

    サービス提供を始める前に、サービス提供方法について分かりやすく

説明します。 

 （２）利用者の状態に適したサービスを提供します。 

    利用者の心身の状態や生活環境に応じた適切なサービスが提供できま

すよう、利用者のご希望を伺いながら、具体的なサービス内容を記した

「通所介護計画」を作成します。 

    また、認知症の状態にある利用者に対して、その特性に応じたサービ

スを提供します。 

 （３）サービスの質の向上に努めます。 

サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るよう努力するととも

に、適切な介護技術を持ってサービスの提供にあたります。 

 （４）他の関係機関との連携に努めます。 

    利用者の自立した日常生活を支援するために、他の関係機関との密接 

な連携に努めます。 
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（５）利用期間中のサービス記録について報告します。 

 利用者のご希望に沿ったサービスが提供できますよう、利用期間中の

サービス内容の記録を作成し、利用者に対して報告します。 

 

８.提供するサービス内容 

  ① 心身の機能に応じて、食事、入浴、排泄、着替えなど、日常生活を営 

む上で必要な介護 

  ② 心身の機能の維持向上を図るための機能訓練 

  ③ 季節行事や趣味活動など、日常生活を充実するための生きがい提供等 

  ④ 利用者の生活の質の向上のための利用者又はその家族に対する相談・

助言 

  ⑤ 入浴サービスの提供 

  ⑥ 昼食サービスの提供 

  ⑦ 送迎サービスの提供 

  ⑧ 認知症状態にある利用者に対する、その特性に応じたサービスの提供 

 

９.利用料金 

（１）上記の①～⑧のサービスに関し、下記の料金表により、ご利用者の要介

護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額（自己負

担額）をお支払い下さい。 

 

 

［介護予防認知症対応型通所介護］（１日あたり） 

サービス提供時間  7 時間以上 9 時間未満 

 要介護度  要支援１  要支援２ 

１.利用料金 7，710 円 8，620 円 

２.介護保険から

の給付額 

 

6，939 円 

 

7，758 円 

３.自己負担額 

 （１－２） 

  

771 円 

  

862 円 
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［認知症対応型通所介護］（１日あたり） 

サービス提供時間 7 時間以上 9 時間未満 

 要介護度 要介護度 1  要介護度 2 要介護度 3 要介護度 4   要介護度 5 

１.利用料金 8,920 円 9,870 円 10,840 円 11,810 円 12,760 円 

２.介護保険か

らの給付額 

 

8,028 円 

 

8,883 円 

 

9,756 円 

 

10,629 円 

 

11,484 円 

３.自己負担額 

 （１－２） 

   

892 円 

 

987 円 

 

1,084 円 

 

1,181 円 

 

1,276 円 

 

（２）個別加算の額（１日あたり） 

 ① 入浴介助加算    4 0 円 

 ② 個別機能訓練加算  2 7 円 

 ③ 口腔機能向上加算  1 5 0 円 

 ④ 若年性認知症利用者受入加算  6 0 円 

 ⑤ 栄養改善加算  2 0 0 円 

 ⑥ 介護職員処遇改善加算  介護報酬に定められた額 

  ⑦ 特定処遇改善加算 

⑧ 介護職員等ベースアップ等支援加算 2.3％ 

 

（３）その他の費用の額（全額利用者負担） 

  ① 昼食（600 円）＋おやつ（75 円）のサービス利用料  

 675 円（１食当たり） 

② 入浴サービスの提供に伴う消耗品費等 4 0 円（入浴１回当たり） 

 ③ 教養娯楽費等    実費となります 

   

（４）キャンセル料金について 

   ご利用前に、ご契約者のご都合によりサービスを中止する場合、下記の

キャンセル料がかかります。 

 

 ご利用日の午前９時００分までに

ご連絡をいただいた場合 

  

      無  料 

 ご利用日の午前９時００分までに

ご連絡がなかった場合 

（介護予防認知症対応型通所介護） 

 食事代のみ頂きます。 

（認知症対応型通所介護） 

介護保険適用時の自己負担額及び食事

代をいただきます。 
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※ただし、緊急時などやむを得ない場合は、キャンセル料は頂きません。 

（５）利用料金のお支払方法 

   毎月末に清算し、ご利用の翌月１０日頃に請求書を発行しますので、 

  次のいずれかの方法でお支払ください。 

①  ユーアイホーム 事務所の窓口での現金支払 

②  口座引き落とし 

③  下記指定口座への振込 

 ［銀行名］ 福島銀行 矢祭支店  ［口座番号］普通預金 434559 

［名 義］ 特別養護老人ホーム ユーアイホーム 施設長 金澤 健至  

 ※ 詳しくは事務員にお聞きください。 

 利用料金のお支払の確認後、すみやかに領収書を発行・送付いたします。 

 

１０.協力医療機関について 

  当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変時

に備えて以下の医療機関を協力医療機関として連携体制を整備しています。 

① ユーアイホーム協力医療機関及びホーム嘱託医師 

 医療機関の名称    吉成医院(持地眞行) 

 所在地と電話番号 

 

 茨城県久慈郡大子町大子８１３ 

 電話番号 ０２９５－７２－０５５５ 

  診 療 科  整形外科・リハビリテーション科・内科・訪問診療・通

所リハビリテーション 

② 緊急時協力機関 

 医療機関の名称    福島県厚生農業協同組合連合会「塙厚生病院」 

 所在地と電話番号 

 

 福島県東白川郡塙町大字塙字大町１丁目５番地 

 電話番号 ０２４７-４３-１１４５ 

  診 療 科  内科・外科・整形外科他 

③ 協力医療機関 

 医療機関の名称    東舘診療所（理事長 鈴木直文） 

 所在地と電話番号 

 

 矢祭町大字東舘字反田 13－1 

 電話番号 ０２４７－４６－２３１２ 

                                    

１１.サービスの利用方法 

  （１）サービスの利用開始 

    まずは、担当のケアマネージャーにご相談ください。 

担当ケアマネージャーから連絡後に生活相談員がお伺いします。 

   当センターの内容説明後、通所介護契約書を作成と同時に契約を結び、
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サービス提供を開始します。 

   

  （２）サービスの終了 

    ① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

     サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出下さ 

い。 

    ② 当施設の都合でサービスを終了する場合 

     人員不足等でやむを得ない事情により、サービスの提供を終了する 

場合がございます。その場合は、終了１か月前までに文書で通知い 

たします。 

    ③ 自動終了 

     次の場合は、双方の通知がなくとも、自動的にサービスを終了いた 

します。 

    ・利用者が介護保険施設に入所した場合 

    ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、 

非該当と認定された場合 

    ・利用者がお亡くなりになった場合 

    ④ その他 

     ○下記事項について利用者は文書にて解約を通知することにより、

即座にサービスを終了することができます。 

     ・当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合 

     ・守秘義務に違反した場合 

     ・利用者やその家族に対し社会通念を逸脱する行為を行った場合 

     ・当センターが破産した場合 

     ○下記事項について文書にて解約を通知することにより、即座に契

約を終了させていただく場合があります。  

     ・サービス利用料金の支払いを３か月以上遅延し、料金を支払うよ 

う勧告したにも関わらず７日以内に支払わない場合 

     ・利用者が正当な理由もなくサービスの中止を繰り返した場合 

     ・利用者が入院若しくは病気等により３か月以上にわたってサービ 

スが利用できない状態であることが明らかとなった場合 

     ・利用者やご家族などが当センターや当センターの従業員に対し、 

本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合 

 

１２.個人情報の保護について 

   個人情報の取得にあたっては、個人情報保護法のもと利用者の権利と尊
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厳を守り、安全管理に配慮するため、個人情報保護に関する施設方針の掲

示、並びに介護サービスの提供に必要な情報の適正な取得と使用の目的と

して下記項目に係る同意を用い同意書を得ることとします。 

 （１）施設が利用者に提供する介護サービスについて 

 （２）居宅介護支援事業所及び他に利用する居宅サービス事業所らとの連携

（サービス担当者会議等）照会への回答 

 （３）利用者の身体状況について、医師の意見・助言を求める場合 

 （４）介護保険関連業務 

 （５）施設にて行われる各実習やボランティアへの協力や受け入れ 

 （６）その他必要な情報提供に係る利用 

 

１３.サービス内容に関する苦情について 

 （１）提供するサービスに不満がある場合、いつでも苦情窓口にその苦情を

申し立てることができます。 

 （２）提供したサービスについて、その申し出があった場合には迅速かつ適

切に対処し、サービスの向上と改善に努めます。 

 （３）利用者又はその家族等が、その申立てを行った場合でもそれを理由と

していかなる不利益な扱いもいたしません。 

 （４）当事業所における相談や苦情については、以下の担当者が受け付けま

す。 

苦情受付担当者   金澤 孝仁 （生活相談員） 

受付時間  月・火・水・金・土  9 時 00 分から 18 時 00 分 

電話番号  ０２４７－４６－３３８９ 

※ＦＡＸ番号 ０２４７－４６－４４００ 

※担当者が不在の時、代わって当事業所の職員が受付いたします。その後担当

者に連絡し、速やかに対応させて頂きます。 

 

 （５）苦情受付担当者は、苦情受付に際し利用者又はその家族からの申出に

よる苦情内容、意向等を確認、記録し、下記の苦情解決責任者に報告い

たします。 

 苦情解決責任者  金澤 健至（施設長） 

 電話番号 ０２４７－４６－３３８５ 

※苦情解決責任者は、苦情の申出に対し話し合いによる解決に努め、適切な改

善に努めます。 

 

 （６）苦情解決に客観性を確保し、利用者又はその家族の苦情申し立てに対
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し、適切な対応をするために中立・公正性をもつ第三者委員を下記のと

おり設置いたします。 

 

第三者委員氏名    電 話 番 号 

 佐 川 玲 子 元民生児童委員  ０２４７－４６－２０５１ 

 菊 池 貞 幸 矢祭福祉会評議員  ０２４７－４６－２５７７ 

※第三者委員は、第三者委員を円満に図ることができ、社会からの信頼性を有

する者で構成され、以下の職務を行います。 

   ① 当事業所の苦情受付担当者から受けた、苦情内容の報告を受けます。 

   ② 苦情内容の報告を受けた旨を、苦情を申し立てた利用者又はその家

族等へ通知いたします。 

   ③ 利用者又はその家族からの苦情を直接受付することもでき、また、

それについての助言を行います。 

   ④ 当事業所へ、苦情解決について助言を行います。 

   ⑤ 苦情解決を申し立てた利用者又はその家族等と、当事業所の苦情解

決責任者の話し合いへの立会い、助言を行います。 

   ⑥ 当事業所の苦情解決責任者から、苦情に係る事案についての改善状

況等の報告を受けます。 

 

矢祭町役場町民福祉課 

介護保険担当 

健康づくりグループ 

所在地  福島県東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原 1 

電話番号 ０２４７-４６－４５８１ 

受付時間 ８：３０～１７：００ （月曜日～金曜日） 

 

国民健康保険団体連合会 

所在地  福島県福島市中町３番地７ 

電話番号 ０２４-５２８-００４０ 

受付時間 ９：００～１６：００ （月・水・金曜日） 

福島県社会福祉協議会 

（運営適正化委員会） 

所在地  福島県福島市渡利字七社宮１１１番地 

電話番号 ０２４-５２３-２９４３ 

受付時間 ９：００～１７：００ （月曜日～金曜日） 

 

１４.非常災害対策について 

 （１）防災時の対応 ： 人命救助を第一とし、災害発生時には迅速かつ適

切な方法で安全な場所へ避難させます。 

 （２）防災設備 ： スプリンクラー、消火器、避難誘導等、非常放送・非

常ベル、防火扉、屋内消火栓等。年２回の設備点検を行

います。 

 （３）防災訓練 ： 避難訓練、研修等を行います。 
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 （４）防火管理者 ： 副施設長 藤田 富生 

 

１５.事故発生時の対応について 

（１） 指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、

速やかに主治医あるいは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じます。 

（２） 利用者に対する指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供にあたり、職員の過誤および事故の発生について可能な限

り未然防止に努めます。 

事故が発生した場合には、負傷者の応急救護処置や主治医への連絡、救急車

の要請等の必要な措置を可及的すみやかに講じ、被害を最小限に止めます。 

また、当該利用者の家族等の緊急連絡先、保険者の市町村、当該利用者を担

当する居宅介護支援専門員等に連絡します。 

（３） 利用者に対する指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供にあたり、事故が発生した場合には、その事故の発生状況

及び事故に際して行った対応について事故報告書を作成し、管理者に報告しま

す。 

（４） 事故が生じた際には職員による事例検討会議を開催し、事故発生の原

因を解析し、再発防止の対策および適切な対処方法について協議します。 

（５） 利用者に対する指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速

やかに行います。（加入している保険会社への連絡および手続き等の対応） 

 

１６.職員の秘密保持について 

 （１） 事業所の職員は、矢祭福祉会が定める「職員の秘密保持規則」を 

遵守し、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。 

（２） 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持 

させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、 

職員との雇用契約の内容とします。 

 

１７.サービス利用にあたっての留意事項 

  ①サービス利用当日の体調は朝のうちに確認してください。 

  ②体調不良等によるサービスの中止及び変更については、午前９時００分

までにご連絡ください。 

  ③サービス利用のキャンセル及び計画の変更については、事前にご連絡く

ださい。 
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 ④サービス利用の際は、介護保険被保険者証及び必要書類を提示してくだ

さい。 

  ⑤事業所内の設備や器具は本来の方法に従ってご利用ください。これに反

したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合がありま

す。 

  ⑥他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

  ⑦金品等の持込みは当施設では責任を負いかねますので、ご利用者の責任

の範囲でご了承お願いします。 

  ⑧施設内での宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 
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 認知症対応型通所介護サービス・介護予防認知症対応型通所介護サービス 

提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

事業者  福島県東白川郡矢祭町大字東舘字蔵屋敷 122 

      社会福祉法人 矢祭福祉会 

      おひさまデイサービスセンター 

       理事長  髙信 由美子    印 

 

説明者  おひさまデイサービスセンター 

 

        職種 管理者兼生活相談員   氏名 金澤 孝仁 印 

 

 

 

  私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、認知症対応型

通所介護サービス・介護予防認知症対応型通所介護サービスの提供開始に同

意しました。 

 

契約者  住所                       

 

      氏名                  印 

 

代理人  住所                       

 

      氏名                  印 

 

      契約者との続柄            

 

 

 

 

 


